
本日の会食 綿引会長と原氏　揃っての記念写真

卓話「母子の健康月間に因んで」原外科医院院長　原毅氏（水戸東RC）
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地区スローガン：ロータリーに魅力を・一人一人が輝きを！
クラブ会長方針：全員参加で素晴らしいクラブに！RIテーマ：人類に奉仕するロータリー

４月第１例会 ４月７日（金）

サーモン サラダ

桜エビとふわふわ卵のトロミスープ

細切りビーフのピリ辛炒め

チキンとナッツの醤油炒め

白飯・ザーサイ

滑らか杏仁

会食メニュー

１. ４月８日㈯　水戸南RC屋形船親睦会出席者
参加会員（敬称略）
軍司由佳　　一毛裕之　　石井邦明　　亀山義孝
川﨑紀子　　金原和美　　北原　実　　河野正政
久保田規子　水越光男　　長洲雅彦　　奈良早苗
野口英壽　　太田聖史　　島根昌明　　塩沢富夫
鈴木憲一　　高梨博行　　田村　大　　上野義哉
宇留野秀一　米田英雄　　小路　實　　井澤卓司
久保田啓藏　松本隆史　　　　　　　　　　 26名

２. ４月９日㈰　水戸さくらRC25周年記念式典出席者
参加会員（敬称略）
長谷川國雄　綿引甚介　　水越光男　　米田英雄
久保田啓藏　井澤卓司　　大金　誠　　市毛純一
笹館康男　　塩沢富夫　　水口二良　　髙野　賢
小路　實　　篠原　勉　　金澤一史　　川上正一
鈴木憲一　　島根昌明　　石川啓司　　中川勝義
兼子充裕　　　　　　　　　　　　　　　　 21名

３. 米山記念奨学生及びカウンセラーオリエンテーション
が開催されます。
日　時：４月16日㈰
　　　　受付開始10:00～　開会10:30～
場　所：ホテルマロウド筑波　TEL.029-822-3000
出席者：谷島孝明カウンセラー

４. 次回例会日程
日　時：４月21日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：卓話「茨城県にプロ野球チームを作ろう」
　　　　　茨城県民球団設立準備室 代表

山根将大 氏
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母子の健康月間

４月第２例会プログラム
2017年４月14日（金）

 1. 点鐘・開会
 2. ロータリーソング
 3. ビジター・ゲスト紹介
 4. ロータリーの時間 菊池秀機会員
 5. 会　食
 6. 会務報告（出席状況報告　ニコニコＢＯＸ　

ロータリー財団　米山記念奨学　その他）
 7. 幹事報告
 8. 卓話「イニシエーションスピーチ」

 廣澤一浩会員
 9. ロータリーソング
10. 点鐘・閉会
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前　週訂正出席率70.21％
前々週訂正出席率73.68％96名 54名 42名 61.36％４月第１例会（４月７日）

出席状況

長谷川國雄会員…

小川啓子会員……
櫻井盛二会員……
久保田啓藏会員…

小路　實会員……
大金　誠会員……

井澤卓司会員……
塩沢富夫会員……
篠原　勉会員……
大原康宏会員……
一毛裕之会員……
深谷　智会員……
金原和美会員……

米川幸喜会員……
原口一吉会員……

石川啓司会員……

■ニコニコBOX（４月７日（金）扱）

■ゲスト

この計　　 16件　　 53,000円

第3810地区フィリピンマニラ地区大会から無事
に帰りました。
原先生、今日の卓話楽しみにしています。
原先生ようこそ。本日は宜しくお願い致します。
我社も29年度、新たな気持ちでスタート致しま
した。
孫が小学校に入学しました。
オーラル・ディシーズという外国の雑誌に私の論
文が掲載されました。２年かかりました。
原先生、卓話宜しくお願い致します。
原先生、卓話楽しみです。
原先生の卓話を楽しみにしています。
原先生いらっしゃい。
原先生、本日の卓話有難うございます。
原先生いらっしゃい。卓話楽しみにしています。
明日の水戸南RC屋形船親睦会お花見、楽しみで
す。どうぞ宜しくお願い致します。
原先生の卓話楽しみにしております。
春が来ました。今日まで生かされた事に感謝で
す。
明日の隅田川の水戸南RC屋形船親睦会に是非参
加したかったのですが、業会の建築研修視察で栃
木方面へバスツアーに向かいます。残念です。

■会員メークアップ
3/27・28　 第１、第２、第３ゾーン会員基盤向上セミナー
　　　　　　　　　　　　　 佐藤　衛　　長谷川國雄
3/31・4/1　第3810地区フィリピンマニラ地区大会
　　　　　　　　　　　　　 佐藤　衛　　長谷川國雄
4/6　　　　 水戸好文RC　　長谷川國雄
4/7　　　　 東京ピースウィングREC　　　武田　誠　

■財団BOX（４月７日（金）扱）
鈴木憲一会員……財団の友献金ポリオプラス（第１回）

$100　11,600円（累計$13,100）
久保田啓藏会員…財団の友献金ポリオプラス（第２回）

$100　11,600円（累計 $9,200）
菊池秀機会員……財団の友献金ポリオプラス（第５回）

$100　11,600円（累計 $2,500）

原外科医院院長・水戸市医師会会長　　原　　毅 氏（水戸東RC）

この計　　　３件　　　$300　　　34,800円

■米山BOX（４月７日（金）扱）
久保田啓藏会員…米山功労者献金（第5回）

10,000円（累計950,000円）
松本隆史会員……米山功労者献金（第6回）

10,000円（累計460,000円）
水越光男会員……米山功労者献金（第6回）

10,000円（累計260,000円）
一毛裕之会員……米山功労者献金（第5回）

10,000円（累計250,000円）
深谷　智会員……米山功労者献金（第1回）

10,000円（累計210,000円）
軍司由佳会員……米山功労者献金（第3回）

10,000円（累計130,000円）
人見光一会員……準米山功労者献金（第3回）

10,000円（累計 30,000円）
高梨博行会員……準米山功労者献金（第3回）

10,000円（累計 30,000円）

この計　　　８件　　　80,000円



「2017-18年度PETS報告」水越会長エレクト
米山奨学生出身国偏りに関しての見解を紹介された。

雑誌の時間　野口雑誌委員長　ロータリーの
友４月号から第2820地区の記事、インターア
クト（茨城キリスト教学園高校)の紹介、結城
RC「健康の森フェスティバル」の紹介です。

米山記念奨学会委嘱状伝達　米山奨学生世話クラブ
水戸南ロータリークラブ

卓　話卓　話
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卓話「障害者差別解消法について」

　皆さま、こんにちは。有賀絵理と申します。
　本日は素晴らしいロータリアンの皆さまのお席に
ご招待と卓話の機会をいただきまして、誠に、あり
がとうございます。
　テーマは「障害者差別解消法について」です。
　皆さまもご存知のように、「障害を理由とする差別
の解消の推進に関する法律（通称：障害者差別解消
法）」が、昨年2016年４月１日に施行されました。
『障害者』という語が付いていますが、障がい者・
非障がい者（「非障がい者」とは「健常者」のこと
です。）関係なくすべての方々に関する法律です。
　障害者差別解消法のポイントは、「障がいを理由
とする不当な差別的取扱い」と「合理的配慮」で
す。
　「障がいを理由とする不当な差別的取扱い」と
は、例えば、機能的障がいを理由とした拒否をする
ことなどであり、行政機関等も民間事業者も禁止で
す。
　「合理的配慮」とは、例えば、人々の平等を確保
するために行う手助けなどで、行政機関等は法的義
務であり、民間事業者は努力義務です。民間事業者
が努力義務のため、民間事業者の多くは、障害者差
別解消法自体を知らないケースが多いのです。知ら
ないが故に、店内の商品陳列の状況やスタッフの方
の言葉の使い方によっては「差別」と捉えられてし
まう場合がありますので注意していただきたいので
す。人は、何気ない言動に差別をしてしまっている
場合があります。今一度、ご自分の、そして従業
員の方々の言動を振り返り注意を促していただけ
ればと存じます。そして同時に、施設の改良、補
助手段の提供、見直しなどを今一度ご確認いただ
ければと存じます。
　障害者差別解消法を理解していく上で重要である
のが、「障害者権利条約」です。
　障害者権利条約は、2006年国連総会において採
択された条約で、日本国は、2011年の障害者基本
法の改正、2012年の障害者総合支援法の成立、
2013年の障害者差別解消法の成立や障害者雇用促

進法を経て、2014年1月20日に批准されました。
内容は前文を含む50条から成っております。条約
の中に、『障害に基づく差別をしないこと』という
文章があります。他は、『障害者の社会参加の推
進』、『障害者の人権及び基本的自由を実現するこ
と』など、“障害者”という語が付いているのに対
し、『障害に基づく差別をしないこと』は“障害者”
ではなく、“障害”とされています。障害者権利条
約の中に、「障害とは、機能障害のある人と彼らに
対する態度及び環境による障壁との間の相互作用
であって、障害者が他の者と平等に社会に完全か
つ効果的に参加することを妨げるものによって生
ずる。」と謳われています。いわゆる、障害には、
心身の機能障害を指す「機能的障害」と、多様な
人が生活していることを想定せずに作られた社会
の不備やバリアを指す「社会的障害」があるとい
うこと。そして、障害者権利条約が批准され障害
者差別解消法が施行された今、まさに社会的障害
をなくす取り組みが必要であるということがキー
になっているのです。
　障がい者も非障がい者と同じ人間であると同時
に、昨今は国を越え、あらゆる人種の方々が日本国
にも訪れ、私たち日本人も外国へ出向きます。だか
らこそ多様性を認めることも大切です。
　そして、障害者差別解消法が動き出した今、障が
い者が、行けず・進めず・選べず・入れず・参加出
来ずという状態をなくすよう、皆さまのご協力も重
要になってくるのです。
　そしてもう１つ重要なのは、障がい者にも、社会
の中の常識・非常識を身につけてもらうことが大切
です。今まで通り、障がい者自身のわがままを「障
がい者だから大目に見てあげよう。」と流していま
したら、社会的障害がゼロになった時、その障がい
者は世間から浮いてしまいます。だからこそ、社会
的障害がまだ残っている今から、障がい者にも、社
会的常識や非常識を伝えてください。
　障害者差別解消法が施行された今、何につけて
も、「差別」や「合理的配慮」と耳にします。３年

見直しの法ですが、なるべく多くの研修を開催して
１人でも多くの方々が理解していくことが大切で
す。
　まちづくりには“バリアフリー”が必要不可欠で
す。ハード面だけでなく、ソフト面の向上、それに

は、お一人おひとりの“こころのバリアフリー”で
す。こころのバリアの解決により、障がい者と非障
がい者という隔たりもなくなり、障害者差別解消法
などの法律も関係なくなります。
　ご清聴ありがとうございました。

茨城県地方自治研究センター 研究員／茨城大学 非常勤講師
有賀　絵理 氏

ロータリーの時間

　こんにちは。川﨑です。
　水戸南ロータリーRCに入会して、もうすぐ２年
になり、現在１-３会の会長をやらせていただいて
ますが、毎月、数多くの会員の方々に参加して頂
き、色々と勉強になり感謝しております。
　入会して、自分で決めていたことは、出席率
100％を目指そうということで、現在まで100％
を続けておりますので、これからも、できる限り出
席し、100％を続けたいと思います。
　入会して間もないころ、委員会の先輩方が欠席の
日が多く、右も左も分からない中、ほったらかしに

されたことで、とてもいい経験をさせていただきま
した。（笑）そうした経験から、入会したばかりの
会員さんには、少しでも支えになってあげられたら
と思っています。
　そろそろお時間になってしまいましたが、来週は
本日欠席の桑名会員が期待を裏切らない楽しいお話
をすると言っておりましたので、沢山の方が例会に
出席してくれたらと思っております。
　これからもどうぞよろしくお願いします。
　有難うございました。

川﨑　英輝 会員

「2017-18年度PETS報告」水越会長エレクト
米山奨学生出身国偏りに関しての見解を紹介された。
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友４月号から第2820地区の記事、インターア
クト（茨城キリスト教学園高校)の紹介、結城
RC「健康の森フェスティバル」の紹介です。

米山記念奨学会委嘱状伝達　米山奨学生世話クラブ
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したら、社会的障害がゼロになった時、その障がい
者は世間から浮いてしまいます。だからこそ、社会
的障害がまだ残っている今から、障がい者にも、社
会的常識や非常識を伝えてください。
　障害者差別解消法が施行された今、何につけて
も、「差別」や「合理的配慮」と耳にします。３年

見直しの法ですが、なるべく多くの研修を開催して
１人でも多くの方々が理解していくことが大切で
す。
　まちづくりには“バリアフリー”が必要不可欠で
す。ハード面だけでなく、ソフト面の向上、それに

は、お一人おひとりの“こころのバリアフリー”で
す。こころのバリアの解決により、障がい者と非障
がい者という隔たりもなくなり、障害者差別解消法
などの法律も関係なくなります。
　ご清聴ありがとうございました。

茨城県地方自治研究センター 研究員／茨城大学 非常勤講師
有賀　絵理 氏

ロータリーの時間

　こんにちは。川﨑です。
　水戸南ロータリーRCに入会して、もうすぐ２年
になり、現在１-３会の会長をやらせていただいて
ますが、毎月、数多くの会員の方々に参加して頂
き、色々と勉強になり感謝しております。
　入会して、自分で決めていたことは、出席率
100％を目指そうということで、現在まで100％
を続けておりますので、これからも、できる限り出
席し、100％を続けたいと思います。
　入会して間もないころ、委員会の先輩方が欠席の
日が多く、右も左も分からない中、ほったらかしに

されたことで、とてもいい経験をさせていただきま
した。（笑）そうした経験から、入会したばかりの
会員さんには、少しでも支えになってあげられたら
と思っています。
　そろそろお時間になってしまいましたが、来週は
本日欠席の桑名会員が期待を裏切らない楽しいお話
をすると言っておりましたので、沢山の方が例会に
出席してくれたらと思っております。
　これからもどうぞよろしくお願いします。
　有難うございました。

川﨑　英輝 会員



「2017-18年度PETS報告」水越会長エレクト
米山奨学生出身国偏りに関しての見解を紹介された。

雑誌の時間　野口雑誌委員長　ロータリーの
友４月号から第2820地区の記事、インターア
クト（茨城キリスト教学園高校)の紹介、結城
RC「健康の森フェスティバル」の紹介です。
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卓話「障害者差別解消法について」

　皆さま、こんにちは。有賀絵理と申します。
　本日は素晴らしいロータリアンの皆さまのお席に
ご招待と卓話の機会をいただきまして、誠に、あり
がとうございます。
　テーマは「障害者差別解消法について」です。
　皆さまもご存知のように、「障害を理由とする差別
の解消の推進に関する法律（通称：障害者差別解消
法）」が、昨年2016年４月１日に施行されました。
『障害者』という語が付いていますが、障がい者・
非障がい者（「非障がい者」とは「健常者」のこと
です。）関係なくすべての方々に関する法律です。
　障害者差別解消法のポイントは、「障がいを理由
とする不当な差別的取扱い」と「合理的配慮」で
す。
　「障がいを理由とする不当な差別的取扱い」と
は、例えば、機能的障がいを理由とした拒否をする
ことなどであり、行政機関等も民間事業者も禁止で
す。
　「合理的配慮」とは、例えば、人々の平等を確保
するために行う手助けなどで、行政機関等は法的義
務であり、民間事業者は努力義務です。民間事業者
が努力義務のため、民間事業者の多くは、障害者差
別解消法自体を知らないケースが多いのです。知ら
ないが故に、店内の商品陳列の状況やスタッフの方
の言葉の使い方によっては「差別」と捉えられてし
まう場合がありますので注意していただきたいので
す。人は、何気ない言動に差別をしてしまっている
場合があります。今一度、ご自分の、そして従業
員の方々の言動を振り返り注意を促していただけ
ればと存じます。そして同時に、施設の改良、補
助手段の提供、見直しなどを今一度ご確認いただ
ければと存じます。
　障害者差別解消法を理解していく上で重要である
のが、「障害者権利条約」です。
　障害者権利条約は、2006年国連総会において採
択された条約で、日本国は、2011年の障害者基本
法の改正、2012年の障害者総合支援法の成立、
2013年の障害者差別解消法の成立や障害者雇用促

進法を経て、2014年1月20日に批准されました。
内容は前文を含む50条から成っております。条約
の中に、『障害に基づく差別をしないこと』という
文章があります。他は、『障害者の社会参加の推
進』、『障害者の人権及び基本的自由を実現するこ
と』など、“障害者”という語が付いているのに対
し、『障害に基づく差別をしないこと』は“障害者”
ではなく、“障害”とされています。障害者権利条
約の中に、「障害とは、機能障害のある人と彼らに
対する態度及び環境による障壁との間の相互作用
であって、障害者が他の者と平等に社会に完全か
つ効果的に参加することを妨げるものによって生
ずる。」と謳われています。いわゆる、障害には、
心身の機能障害を指す「機能的障害」と、多様な
人が生活していることを想定せずに作られた社会
の不備やバリアを指す「社会的障害」があるとい
うこと。そして、障害者権利条約が批准され障害
者差別解消法が施行された今、まさに社会的障害
をなくす取り組みが必要であるということがキー
になっているのです。
　障がい者も非障がい者と同じ人間であると同時
に、昨今は国を越え、あらゆる人種の方々が日本国
にも訪れ、私たち日本人も外国へ出向きます。だか
らこそ多様性を認めることも大切です。
　そして、障害者差別解消法が動き出した今、障が
い者が、行けず・進めず・選べず・入れず・参加出
来ずという状態をなくすよう、皆さまのご協力も重
要になってくるのです。
　そしてもう１つ重要なのは、障がい者にも、社会
の中の常識・非常識を身につけてもらうことが大切
です。今まで通り、障がい者自身のわがままを「障
がい者だから大目に見てあげよう。」と流していま
したら、社会的障害がゼロになった時、その障がい
者は世間から浮いてしまいます。だからこそ、社会
的障害がまだ残っている今から、障がい者にも、社
会的常識や非常識を伝えてください。
　障害者差別解消法が施行された今、何につけて
も、「差別」や「合理的配慮」と耳にします。３年

見直しの法ですが、なるべく多くの研修を開催して
１人でも多くの方々が理解していくことが大切で
す。
　まちづくりには“バリアフリー”が必要不可欠で
す。ハード面だけでなく、ソフト面の向上、それに

は、お一人おひとりの“こころのバリアフリー”で
す。こころのバリアの解決により、障がい者と非障
がい者という隔たりもなくなり、障害者差別解消法
などの法律も関係なくなります。
　ご清聴ありがとうございました。
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した。（笑）そうした経験から、入会したばかりの
会員さんには、少しでも支えになってあげられたら
と思っています。
　そろそろお時間になってしまいましたが、来週は
本日欠席の桑名会員が期待を裏切らない楽しいお話
をすると言っておりましたので、沢山の方が例会に
出席してくれたらと思っております。
　これからもどうぞよろしくお願いします。
　有難うございました。

川﨑　英輝 会員
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本日の会食 綿引会長と原氏　揃っての記念写真

卓話「母子の健康月間に因んで」原外科医院院長　原毅氏（水戸東RC）
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Mito-Minami水戸南

 ロータリークラブ
週　報

国際ロータリー第2820地区　水戸南ロータリークラブ

◆RI加盟承認　1973年（昭和48年）６月７日
◆チャーターナイト　1974年（昭和49年）２月10日

■例会場　水戸プラザホテル  TEL.029-305-8111
■事務所　常陽銀行本店  TEL.029-225-4820
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●会　長　綿引　甚介　会長エレクト　水越　光男
●幹　事　米田　英雄　副会長　　　　鈴木　憲一
　　　　　　　　　　　副幹事　　　　兼子　充裕

幹 事 報 告

出席報告 会 員 数 出 席 数 欠 席 数 本日出席率

地区スローガン：ロータリーに魅力を・一人一人が輝きを！
クラブ会長方針：全員参加で素晴らしいクラブに！RIテーマ：人類に奉仕するロータリー

４月第１例会 ４月７日（金）

サーモン サラダ

桜エビとふわふわ卵のトロミスープ

細切りビーフのピリ辛炒め

チキンとナッツの醤油炒め

白飯・ザーサイ

滑らか杏仁

会食メニュー

１. ４月８日㈯　水戸南RC屋形船親睦会出席者
参加会員（敬称略）
軍司由佳　　一毛裕之　　石井邦明　　亀山義孝
川﨑紀子　　金原和美　　北原　実　　河野正政
久保田規子　水越光男　　長洲雅彦　　奈良早苗
野口英壽　　太田聖史　　島根昌明　　塩沢富夫
鈴木憲一　　高梨博行　　田村　大　　上野義哉
宇留野秀一　米田英雄　　小路　實　　井澤卓司
久保田啓藏　松本隆史　　　　　　　　　　 26名

２. ４月９日㈰　水戸さくらRC25周年記念式典出席者
参加会員（敬称略）
長谷川國雄　綿引甚介　　水越光男　　米田英雄
久保田啓藏　井澤卓司　　大金　誠　　市毛純一
笹館康男　　塩沢富夫　　水口二良　　髙野　賢
小路　實　　篠原　勉　　金澤一史　　川上正一
鈴木憲一　　島根昌明　　石川啓司　　中川勝義
兼子充裕　　　　　　　　　　　　　　　　 21名

３. 米山記念奨学生及びカウンセラーオリエンテーション
が開催されます。
日　時：４月16日㈰
　　　　受付開始10:00～　開会10:30～
場　所：ホテルマロウド筑波　TEL.029-822-3000
出席者：谷島孝明カウンセラー

４. 次回例会日程
日　時：４月21日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：卓話「茨城県にプロ野球チームを作ろう」
　　　　　茨城県民球団設立準備室 代表

山根将大 氏
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４月第２例会プログラム
2017年４月14日（金）

 1. 点鐘・開会
 2. ロータリーソング
 3. ビジター・ゲスト紹介
 4. ロータリーの時間 菊池秀機会員
 5. 会　食
 6. 会務報告（出席状況報告　ニコニコＢＯＸ　

ロータリー財団　米山記念奨学　その他）
 7. 幹事報告
 8. 卓話「イニシエーションスピーチ」

 廣澤一浩会員
 9. ロータリーソング
10. 点鐘・閉会
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前　週訂正出席率70.21％
前々週訂正出席率73.68％96名 54名 42名 61.36％４月第１例会（４月７日）

出席状況

長谷川國雄会員…

小川啓子会員……
櫻井盛二会員……
久保田啓藏会員…

小路　實会員……
大金　誠会員……

井澤卓司会員……
塩沢富夫会員……
篠原　勉会員……
大原康宏会員……
一毛裕之会員……
深谷　智会員……
金原和美会員……

米川幸喜会員……
原口一吉会員……

石川啓司会員……

■ニコニコBOX（４月７日（金）扱）

■ゲスト

この計　　 16件　　 53,000円

第3810地区フィリピンマニラ地区大会から無事
に帰りました。
原先生、今日の卓話楽しみにしています。
原先生ようこそ。本日は宜しくお願い致します。
我社も29年度、新たな気持ちでスタート致しま
した。
孫が小学校に入学しました。
オーラル・ディシーズという外国の雑誌に私の論
文が掲載されました。２年かかりました。
原先生、卓話宜しくお願い致します。
原先生、卓話楽しみです。
原先生の卓話を楽しみにしています。
原先生いらっしゃい。
原先生、本日の卓話有難うございます。
原先生いらっしゃい。卓話楽しみにしています。
明日の水戸南RC屋形船親睦会お花見、楽しみで
す。どうぞ宜しくお願い致します。
原先生の卓話楽しみにしております。
春が来ました。今日まで生かされた事に感謝で
す。
明日の隅田川の水戸南RC屋形船親睦会に是非参
加したかったのですが、業会の建築研修視察で栃
木方面へバスツアーに向かいます。残念です。

■会員メークアップ
3/27・28　 第１、第２、第３ゾーン会員基盤向上セミナー
　　　　　　　　　　　　　 佐藤　衛　　長谷川國雄
3/31・4/1　第3810地区フィリピンマニラ地区大会
　　　　　　　　　　　　　 佐藤　衛　　長谷川國雄
4/6　　　　 水戸好文RC　　長谷川國雄
4/7　　　　 東京ピースウィングREC　　　武田　誠　

■財団BOX（４月７日（金）扱）
鈴木憲一会員……財団の友献金ポリオプラス（第１回）

$100　11,600円（累計$13,100）
久保田啓藏会員…財団の友献金ポリオプラス（第２回）

$100　11,600円（累計 $9,200）
菊池秀機会員……財団の友献金ポリオプラス（第５回）

$100　11,600円（累計 $2,500）

原外科医院院長・水戸市医師会会長　　原　　毅 氏（水戸東RC）

この計　　　３件　　　$300　　　34,800円

■米山BOX（４月７日（金）扱）
久保田啓藏会員…米山功労者献金（第5回）

10,000円（累計950,000円）
松本隆史会員……米山功労者献金（第6回）

10,000円（累計460,000円）
水越光男会員……米山功労者献金（第6回）

10,000円（累計260,000円）
一毛裕之会員……米山功労者献金（第5回）

10,000円（累計250,000円）
深谷　智会員……米山功労者献金（第1回）

10,000円（累計210,000円）
軍司由佳会員……米山功労者献金（第3回）

10,000円（累計130,000円）
人見光一会員……準米山功労者献金（第3回）

10,000円（累計 30,000円）
高梨博行会員……準米山功労者献金（第3回）

10,000円（累計 30,000円）

この計　　　８件　　　80,000円


